
⼋尾市道路植栽管理⽅針（概要版） 

 
都市整備部では平成 29 年（2017 年）3 ⽉に策定した「⼋尾市都市基盤施設維持管理基

本⽅針」に基づき道路植栽による⾒通しの阻害、通⾏⽀障、倒⽊・落枝の発⽣及び景観の
悪化などの問題により都市魅⼒の低下につながっている状況を踏まえ、「⼋尾市道路植栽管
理⽅針」を策定し、良好な道路植栽の管理を⽬指すものであります。 
 
（道路植栽の機能） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（⼋尾市の現状） 
  〇⼋尾市の道路植栽 （令和２年（2020 年）度末） 

  植栽帯 延⻑ 33.3ｋｍ（⾼⽊ 3,850 本）、 ⾯積 約 24,000 ㎡ 
（課 題） 

① 安全安⼼・景観上の課題 
樹⽊の⼤径⽊化・⾼齢⽊化が進⾏、剪定・除草が⾏き届かないことによる⾒通し

の阻害、通⾏⽀障、倒⽊・落枝の発⽣、景観の悪化等が事故リスクの⾼まりや都市
魅⼒の低下につながっています。 

② 財政⾯の課題 

本市の財政状況をみると今後も厳しい財政状況が継続することが予想され、道
路植栽に係る管理費⽤についても同様に厳しい状況が続くと想定されます。道路
植栽を適正に管理するためには年間に中⾼⽊１回、低⽊２回の剪定及び除草３回
程度必要と考えており、年間 9,000 万円ほどの費⽤がかかると⾒込んでいます。 
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道路や沿道を含めた地域全体における良好な景観
の向上を図ります。 

⽣活環境、⾃然環境、地球環境に分類される各環境
の保全に寄与します。 

緑陰を形成し、寒暖や乾湿等の変化を緩和し、道路
利⽤者に通⾏時の他にも休息や休憩等の快適な空
間を提供します。 

①遮光、②視線誘導、③交通分離、④指標、⑤衝撃緩
和に分類される機能により、安全で円滑な道路交通
の確保に寄与します。 

異常気象時などにおいて、交通障害を防ぐととも
に、地震などの災害発⽣時に、間接的に⽕災延焼防
⽌機能を有します。 

         
交差点部⾒通し阻害           根上がりによる通⾏⽀障 

                                             

   
交通安全・交通管理施設の視認性の低下（信号機・道路照明灯・道路標識） 

 
（これからの道路植栽の⽅向性） 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                
下記の４つの管理⽅針に沿った取組みを進めます。 

管理⽅針１ 
（計画的な再整備） 

➀ ⼤径⽊化・⾼齢⽊化した道路植栽がある路線の再整備 
➁ 道路の特性に応じた再整備 

管理⽅針２ 
（樹形及び管理⽔準の適正化） 

➀ 段階的な樹形の適正化 
➁ 道路毎の管理⽔準の設定 

 
管理⽅針３ 

（不要⽊の撤去・間引き） 

➀ 植栽制限区間の設定及び制限区間内の樹⽊撤去 
➁ 植栽箇所が不適切な樹⽊の撤去 
➂ 過密化した樹⽊の撤去 

管理⽅針４（点検・調査） ➀ 点検・調査⼿法の明確化 

「量の拡⼤」から「質の向上」 
へ発想を変換 

 

⇒ 

管理コスト縮減への対応

・安全性の確保 

  ＋ 
・都市魅⼒の向上 


